
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

事務窓口 通常どおり開館→８：３０～１７：１５ 

公民館・児童館・憩いの家  休止 

図書室  ５月１４日まで休止※５月１日から１４日まで、電算更新のため完全休室となります 

４月３０日まで下記業務利用可能 

・予約確保資料の貸出   ・ブックポストへの図書資料返却 

・電話による資料予約、貸出期間の延長、利用状況照会など 

市役所市民課出張所 通常どおり 

西白井地域包括支援センター  通常どおり 

市教育委員会では、社会教育に関する事業を継続的かつ計画的に行う公益性のある団体に対して、 

「白井市社会教育関係団体」 として認定します。  

【認定期間】   令和２年６月１日から３年間 

【申請書配布】 

① 平成３１年度に申請をしたが、申請が承認されなかったため再度申請を行う団体 

  生涯学習課又はセンターの窓口にて様式を配布 

② 令和２年度に初めて申請をする団体 

３月２３日～４月１７日の平日、８：３０～１７：１５に生涯学習課の窓口で、 

申請に関する説明を必ず受けてください。 

 【申請期間】  ４月１日（水）～２５日（土）に主に活動拠点としているセ ンターへ申請書を提出 

※申込期限を過ぎた場合の申請書の受け付けはできません。 

※３月の説明会は新型コロナウイルスの感染予防のため中止になりました。 
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新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、サービスを一部休止させていただきます。 

利用者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほど宜しくお願い致します。 

 

【期間】 ２０２０年４月１日～５月中旬まで  ※状況により変更になります 

 

http://shiroihukugou.sblo.jp/


   

 

 

 

  

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

   

 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため５月中旬まで（５月２０日まで施設で削除対応）、 

公民館有料貸出施設が使用出来ません。 

既に支払い済みの場合は振替対応になりますが、状況により返金も可能です。 

振替は２０２１年３月末までになります。 

皆様にはご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解の程宜しくお願い致します。 

 

新型コロナウイルス感染症対策にて行政からの自粛要請に従い、４・５月に予定していた以下の 

事業を中止・延期とさせていただきます。何卒ご理解のほど宜しくお願い致します。 

 

 【公民館】  ロビー展示（５月２７日迄）      ロビーコンサート（４・５月） 

【児童館】  親子自主サークル説明会      おやこ広場（こいのぼり作り） 

 

【多目的室】 梨の実ひろば（５月９日迄）    一緒に進もう会（５月中旬） 

日本語教室（５月２０日迄）    あいのねサロン（４・５月） 

歌いま唱歌（４・５月）        お楽しみ処（４・５月） 

まんぷく食堂（４・５月）          ぼっちクラブ 

 

 
印刷機（印刷室）の取扱いについては、下記のとおり、市としての方向性が定められました。 

 

１．使用の可否 

 自治会（自治連合会、管理組合を含む）、登録団体は印刷機（印刷室）の使用することができる。 

 ただし、下記の６項目の条件を守る場合に限る。 

２．使用条件 

① 許可対象は「総会資料」の作成のみとする 

② ３つの「密」を守ること（密室・密集・密接） 

③ 印刷は１人で行うこと 

④ 必要最低限の時間で行うこと 

⑤ 利用する人の団体名、氏名、住所、電話番号を記載すること 

⑥ 利用する人には来る前に必ず検温をしてから来所すること 

 

 

 

http://shiroihukugou.sblo.jp/article/187338206.html

